
三極特許庁間における 

ＰＣＴ成果物に基づく特許審査ハイウェイ試行プログラム 

（仮訳） 

 

I.背景 

 

ＰＣＴ成果物を利用した三極特許庁間の特許審査ハイウェイ（ＰＣＴ－ＰＰ

Ｈ）試行プログラムは２０１０年１月２９日から開始された。 

 

三極特許庁は、要件を修正し、ＰＣＴ－ＰＰＨの期限を２０１２年１月２９日

から２０１４年１月２８日までに延長することに合意した。 

 

特許審査ハイウェイは、既に三極特許庁において可能となっている早期審査に

おいて、対応する特許を出願人がより速く効率的に取得できるようにするもので

ある。また、これは両庁に、他庁が行った作業結果を利用させ、重複を削減させ

るものである。 

 

現在の掲示は OJ EPO 2010、69 f で公開されたものに置き換わる。 

 

II.ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラム 

 

ＰＰＨにより、出願人は、特許可能と判断されたクレームがあればＰＰＨパー

トナー庁に出願された対応する出願を加速して審査されることができる一方で、

それと同時に、関係する庁が利用可能な審査成果物を有効利用することを可能に

するものである。 

 

ＰＣＴ－ＰＰＨの試行の下では、三極特許庁のいずれかが国際調査機関（ＩＳ

Ａ）又は国際予備審査機関（ＩＰＥＡ）として作成した最新のＰＣＴ成果物（国

際調査機関の見解書（ＷＯ／ＩＳＡ）又は国際予備審査報告（ＩＰＥＲ））にお

いて請求項が特許可能と判断されている場合に、当該ＰＣＴ成果物に基づいてＰ

ＰＨの申請をすることができる。 

 

ＥＰＯがＩＳＡ又はＩＳＡかつＩＰＥＡであり、ＩＳＡ又はＩＰＥＡとしての

ＥＰＯによって特許可能と判断された請求項がＰＣＴ出願に含まれている場合、

出願人は当該出願が国内段階に移行した際にＪＰＯ及びＵＳＰＴＯに対して早期

審査を請求することができる。ＪＰＯ及びＵＳＰＴＯにＰＣＴ－ＰＰＨ試行プロ

グラムへの参加の申請を行うための手続及び要件はＪＰＯウェブサイト

www.jpo.go.jp及びＵＳＰＴＯウェブサイトwww.uspto.govに掲載されている。 
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ＪＰＯとＵＳＰＴＯのいずれかがＩＳＡ又はＩＳＡかつＩＰＥＡであり、当該

ＩＳＡ又はＩＰＥＡによって特許可能と判断された請求項がＰＣＴ出願に含まれ

ている場合、出願人は当該出願が欧州段階に移行した際にＥＰＯに対してＰＣＴ

－ＰＰＨ試行プログラムへの参加の申請を行うことができる。２０１２年１月２

９日から有効な、ＪＰＯでの国内出願又はＰＣＴ国内段階出願の処理のなかでな

された審査成果物に基づくＰＰＨ試行プログラムの参加を申請するための手続及

び要件は下述されており（Ｂ）、２０１２年１月２９日以降のＰＰＨ申請に適用

される。 

 

国内成果物に基づくＰＰＨ申請については、欧日及び欧米二庁間ＰＰＨプログ

ラムを参照のこと。 

 

 

Ａ．ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムの試行期間 

 

要件を修正したＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムは２０１０年１月２９日より開

始し、二年間の試行期間後、２０１４年１月２８日に終了する。ＥＰＯにＰＰＨ

申請するための修正された要件は２０１２年１月２９日以降のＰＰＨ申請に適用

される。 

 

三極特許庁は、試行終了後の当該プログラムの本格実施の是非及びその方法を

検討するために、当該試行プログラムの結果の評価を行う。試行期間はＰＣＴ－

ＰＰＨプログラムの実行可能性を十分に評価するために必要に応じて延長され得

る。各庁は、申請件数が管理可能な件数を超えた場合又は他の理由によって、Ｐ

ＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムを早期に終了させることがある。ＰＣＴ－ＰＰＨ試

行プログラムが２０１４年１月２８日より前に終了される場合にはその旨が公表

される。 

 

Ｂ．ＥＰＯにおいてＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムの参加を申請するための要

件 

 

 ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムに参加するには、以下の条件を満たしていなけ

ればならない。 

 

（１）ＪＰＯ及びＵＳＰＴＯのいずれかがＩＳＡである。ＰＣＴ第 II 章の請求

がなされた場合、上記いずれかの庁が同様にＩＰＥＡである。ＰＣＴ出願はいず

れの受理官庁に出願されたものでもよく、優先権主張の基礎となる先の出願がい
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ずれのパリ条約又はＷＴＯ加盟国に出願されたものであってもよい。この試行に

おいて認められる種々の出願の事例は別図に示される。 

 

（２）ＰＣＴ出願において、ＩＳＡ又はＰＣＴ第 II 章の請求がなされた場合に

はＩＰＥＡによって特許性（新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも）

「有り」と判断された請求項が少なくとも１つ存在する。ＷＯ／ＩＳＡ又はＩＰ

ＥＲの第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、出願人は請求項が特許

性を有することの説明をしなければならず、かかる意見を克服するために補正を

することもできる。 

 

（３）出願された請求項が、欧州段階への移行時のままで又はＥＰＣ規則１６１

の期間内に補正された結果、ＩＳＡ又はＩＰＥＡによって特許可能とみなされた

請求項と十分に対応していなければならない。差異が翻訳や請求項の形式による

ものであり、欧州出願の請求項が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項

と同一又は類似の範囲を有し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、

当該出願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の範囲

より狭い場合に、請求項は「十分に対応」するとみなされる。 

たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項において、当該出願の

明細書（発明の詳細な説明及び／又は請求項）に裏付けられている技術的特徴を

追加することにより限定する補正がなされた場合に、より範囲の狭い請求項とな

る。最新国際成果物で特許性有りと示された請求項に対し、新たな又は異なった

カテゴリーを導入した欧州出願の請求項は十分対応しているとものとみなされな

い。たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製

造処理の請求項のみを含む場合、欧州出願の特許請求の範囲が、対応する処理の

請求項に従属して製品の請求項を追加していると、欧州出願の請求項は十分に対

応しているものとみなされない。出願人は、欧州出願の請求項が、欧州段階への

移行時のままで又はＥＰＣ規則１６１の期間内に補正された結果、最新の国際成

果物で特許可能と判断された請求項と十分対応していることの申告を提出しなけ

ればならない。 

 

（４）ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムへの参加を申請する欧州出願の審査がまだ

開始されていない。 

 

Ｃ．ＥＰＯでのＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムに参加するために必要な書類 

 

ＥＰＯでのＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムに参加するために、出願人は以下を提

出しなければならない。 
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（１）出願人はＰＰＨ試行プログラムへの参加を申請しなければならない。申請

様式（EPA/EPO/OEB 1009 PCT）はＥＰＯウェブサイト：http://www.epo.org.よ
り入手可能である。 

 

（２）請求項の対応についての申告を提出しなければならない（ＰＰＨ申請書の

適切なボックスにチェックを付けること）。 

 

（３）出願人はＷＯ／ＩＳＡ又はＰＣＴ第 II 章の請求がなされた場合にはＩＰ

ＥＲの写しとＥＰＯの公用語の一によるその翻訳文を、ＥＰＯが既に入手可能で

ある場合を除き、提出しなければならない。 

 

（４）出願人は、特許可能とみなされた請求項（出願当初の請求項又はＰＣＴ条

約第３４条（２）（ｂ）に基づいて補正された請求項）の写しとＥＰＯの公用語

の一によるその翻訳文を、ＥＰＯが既に入手可能である場合を除き、提出しなけ

ればならない。 

 

（５）出願人は、ＷＯ／ＩＳＡ又はＩＰＥＲに引用された特許文献以外の文献を

全て、ＥＰＯが既に入手可能である場合を除き、提出しなければならない。ＥＰ

Ｏが特許文献を入手できない場合には、出願人に当該文献の写しの提出を要求す

る。ＥＰＯは出願人に特許文献のＥＰＯの公用語の一による翻訳文の提出を要求

することもできる。 

 

ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムへの参加の申請が認められると、出願人に通知

が行き、当該欧州特許の補充欧州調査（supplementary European search）及び

実体審査の順番が早められる。ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムへの参加の申請が

上記の全ての要件を満たさない場合、出願人に通知が行き、申請の不備が指摘さ

れる。出願人は申請の不備を修正する一度の機会が与えられる。出願人が新た

な参加の申請において不備を修正するため応対を保留している間も、審査官の当

該出願に対するアクションは中断されない。申請が修正されない場合、出願人

に通知が行き、当該出願は通常の順番による審査を待つことになる。 

 

Ｄ．ＰＡＣＥの下での手続 

 

ＰＣＴ－ＰＰＨ試行プログラムへの参加の申請が認められると、当該欧州出願

はＰＡＣＥの下、早期に手続がなされる。1 

 

                                                      
1 欧州特許出願の早期手続のためのプログラムに関する２００７年７月１４日付け欧州特許庁の

通知－“ＰＡＣＥ”、スペシャルエディション no.3, OJ EPO 2007, 102 

 4



この通知に関する問い合わせ先： 

Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs, PCT  

international_legal_affairs@epo.org  

 

---------------------------------------------------------------------- 

本仮訳は、原文（Patent Prosecution Highway Pilot Programme between the 

Trilateral Offices based on PCT work products）の内容の理解を助けるため

に作成されたものであり、訳文と原文で内容に食い違いがある場合は、原文が正

しいことになります。ＥＰＯに対して手続きを行う際には、必ず原文をご確認く

ださい。 
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別図 

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［YY］

ISA［XX］
IPEA［XX］ 指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

OK

指定（選択）官庁

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER

 
 

 

(A’) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

（「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合）

ZZ出願

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［YY］

ISA［XX］
IPEA［XX］ 指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

OK

指定（選択）官庁

優先権
主張

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州
ZZ=任意の庁

WO/ISA
IPER
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別図 

 

(A’’) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

（「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合）

ISA

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［YY］

ISA［XX］
IPEA［XX］ 指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

OK

指定（選択）官庁

PCT出願

受理官庁

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

優先権
主張

WO/ISA
IPER

 
 

 

(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の

基礎となっている。

YY出願

OK

優先権
主張

PCT出願

受理官庁

ISA［XX］
IPEA［XX］

ハイウェイ
の申請

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER
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別図 

 

OK

(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の

基礎とする国際出願の国内段階である。

優先権
主張

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［YY］

ISA 指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

指定（選択）官庁

PCT出願

受理官庁

ISA［XX］
IPEA［XX］ XX=日本、米国、欧州

YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER

 
 

 

YY出願

(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を

パリ条約優先権主張の基礎とする。

OK

国内／パリ条約
優先権

PCT出願

受理官庁

ISA［XX］
IPEA［XX］

ハイウェイ
の申請

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER
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別図 

 

(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。

YY出願

OK

分割出願

ハイウェイ
の申請

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［YY］

ISA［XX］
IPEA［XX］ 指定（選択）官庁

指定（選択）官庁

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER

 
 

 

YY出願

(E2) 類型(B)に該当する出願を基礎として国内優先権を

主張する出願である。

YY出願

OK

優先権
主張

国内優先権
主張

PCT出願

受理官庁

ISA［XX］
IPEA［XX］

ハイウェイ
の申請

XX=日本、米国、欧州
YY=日本、米国、欧州

WO/ISA
IPER
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